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宋応星 『野議』訳注 (1)

ATranslationandInterpretationOfSungYlng-hslng'sYeyi(1)

加計 三千代

KAKEI,Michiyo

はじめに

明末の1637年 (崇禎10)､宋応星は産業技術雷 r天=聞物Jを著述したor天工開物Jは､当時にお

ける重要産業の各部門を網羅し､各産業部門についてその生産過程を忠実に響いていることから中国

技術書の中にあってきわめて特異なものと言われている (注1)oLかし､宋応星が何故､またはどの

ようにして本番を著述したのかを考えた場合､わからないことが多いOまず､その著述の動機につい

ては従来 ｢農家の人々を軽蔑するインテリ層の啓蒙のため｣(注2)と言われてきたが､それでは ほ

工聞物Jのように詳細で広範囲なデータを必要とする書物の著述動機としては弱いと思われる (注3)O

また,その著述の手段としては､

｢彼 (宋応星)が郷試に合格 してから本啓を著わすまでに20数年間を経過している｡もちろんこ

の間に著述への準備が行なわれたと思われるo記述の対象は中国各地に及んでいるO書物から

引用した記載も少なくないが､彼自身の足跡はかなり広範Eilにわたっていたと思われる｡だが､

これを立証する資料はない｡｣(注4)

と言われているように､その著述手段については宋応星の長年の足跡が基盤になっていると思われ

るが､まだまだわからない点も多い｡喜田光邦氏も､

｢(教諭や官吏となった)宋応星の伝記を検する時､そこには何らの天工開物ことき中国科学技

術史上に特異な書物を形成した契機を吾々は彼自身の経歴の中に求めることはできない｣(注5)

と述べており､さらなる研究や考察が必要であろうと感 じられる｡

さて､r天工開物｣刊行前年の1636年 (崇禎9)､宋応星は政論集 r野艶lを著述したoこの r野鼠l

の中で､彼は世速読 .進身議 民財講 士気謙 ･屯田議 催科議 軍銅諌 練兵談 学政譲 塩政談

風俗談 乱萌談の12談にわたって記述しており､明末社会が直面している各種の問題について自身の

意見を述べている.私は､この r野議jを読むことにより少しでも宋応星や r天工開物｣の著述され

た背景が理解出来るようになり､その著述動機や手段がわかるようになればと思い r野講Jの訳注を

行なうことにした.

訳注の原本としては､上海人民出版社刊行の r明 宋応星侠%TtPg種 野議 ･論気 ･談天 ･思憐詩j

の中の (野議)を使う (任6)Dまた､以下に宋応星の略年表と彼の生涯や r野議｣に関連する園を添

付するので､参考にして頂ければ幸いである｡
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宋応星 r野漉｣訳注 (1) 加計三千代

はじめに 7王

(1) 薮内緒訳注 r天工開物｣､平凡社 (東洋文庫130)､1969年､p361D

(2) 同上,p366｡

(3)拙稿 ｢r天工開物J著述の動機について｣r岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要｣､第26号､2008

年11月､p169｡

(4) 蔽内治訳注前掲啓､p370-3710

(5)書EEl光邦 ｢天工開物''について｣r科学史研究｣第18号､1951年､p12-160

(6)瀦吉星氏の r宋応星評伝J(南京大学出版社､1990年)によると､満苦星民らの調査により宋応星に

は次の著作があったことが判明しているO(p234)※ (他に､r天=間物｣の序文にその存在が記述され

ている音韻学的老作 rS音蹄正｣があるO)

① 自然科学 技術 r天工開物｣r紋象jr楽律｣ ②静作 r思憐詩｣ ③政論典 r野識｣

④ 歴史学 r春秋戎秋解｣ ⑤文学創作 r実利集｣ ⑥雑文般 r雑色文Jr原耗｣

(丑 自然科学 社会科学の聞 r后言十種｣

従来､宋応星の著作物中､r天工開物｣だけが現存するとされてきたoLかし､胡追静氏の ｢r天工開

物｣ とその著者宋応星｣によると,

｢r宋氏宗Fyjの宋応星行略の条に,彼が r危言十種｣ を著わしたことが記されているが､後LIrそ

の日の存在が有としてわからなかったCところが江西の近代の著名な蔵沓家弟散薬 (1877-1952)

が明未到刊された宋応星の著作Eg唖(r野講Ir馴鋒帝｣r論気｣r談天J)を所挿 し､これらは1976

年に上海人民出版社から四枚合冊の形で r明 宋応星侠aL四種 野談 論気 談天 馴韓詩｣と越

して公刊された｡口絵等共の日影をよく見ると､r論気J と r談天jの本文の見出しとは別に ｢論

気第八種｣｢談天第九種｣の題字が見られ､明らかにこれは r庖言十種｣の内の二校に相当する｡｣

(胡道静著 渡部武訳 ｢r天=聞物J とその著者宋応星｣r中国古代儲梁博物誌考J､Jl芝山Y.lf,.村文化協

会､1990年､p169｡)

以上のような経緯で r野猟1､T恩憐詩｣､そして r危言十種｣の一部 (第八位 r論気J第九枚 r談天｣)

が見つかり,現存する宋応星の著掛 まr天工開物Jr野識jr即薙辞Jr論究Jr談天｣の5仰となった｡今

回､私はこの1976年刊本中の r野識｣を使って訳注を行なうo

l 宋応星の略年表 と関連図

*く>内は社会の主な出来事 を記す

1587年 (万暦15) 宋応星､江西省南昌府奉新県北郷雅渓村 に生 まれる 〔曽祖父の宋菜は1505年の進士､

都察院左都御史に至るO父は宋国井 (1546-1629)で邑産生､母は魂氏 (1555-

1632)〕 (*(詔1参照)
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岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第30号 (20101I)

1593年 (万暦21) 9才年上の兄宋応昇 (1578-1646)と共に､奉新県本郷で叔祖父宋和塵の学塾初級

班で学ぶ 〔館師は族叔宋国離〕

1595年 (万暦23) <マッテオ リッチ､江西省南昌に居を構える (～1598年)> (*図2参照)

1596年 (万暦24) 引き続き奉新県北郷の学塾初級班で学ぶ

く財産杜打開の為,明政府は昏官を派遣して鉱山に開採を命ず 鉱税の禍>

1597年 (万暦25) 高級班に移 り学ぶ 〔館師は本省新建の学者鄭良知 (注1)〕

1602年 (万暦30) 兄応昇と共に奉新県学に入り厚生となる (在約9年) (*図3,図4参照)

1604年 (万暦32) <願意成 ･高馨龍ら､無錫で東林昏院設立>

1610年 (万暦38) 香水の産生劉同升 (注2)と友になる

1611年 (万暦39) 県学を卒業O郷試に参加する資格を得る

1612年 (万暦40) 兄応昇と共に南昌に赴き江西省の郷試に参加するが､2人とも不合格

1615年 (万暦43) 再び応昇と共に南昌に赴き江西省の郷試に参加､2人とも合格 (宋応星は第三名挙

人､応昇は第六名挙人となり 奉新二宋''と称される)｡同年の合格者には､妻日広

(注3)､練絹煙 (注4)､李光倖 (注5)等がおり､友となる

*図1 奉実刑怖境全国(r江西省奉新願志j成文出版社､緑酒同治10年刊本影印,1989年､p80181)



宋応星 r野謙｣訳注 (1) 加計三千代

*図2 マッテオ .リッチの経路<マカオから北京まで>*○印が宋応星の出身地南昌

(平川祐弘著 rマッテオ ･リッチ伝 1j､平凡社東洋文庫､1969年､p2)

*図3 奉新願治願(r江西省奉新願志J成文出版社､襟清岡治10年刊本影印､1989年､p82183)



岡LLJ大学大学堤社会文化科学研究科紀要軒30号 (2010ll)

*図4 奉新願単音(r江酉省奉新鮮創 成文出版社､接清同治10年刊本影印､1989年､p86-87)

1616年 (万暦44)一2月､応昇及び妾日広,漁紹煙と共に京師における会試に参加するが不合格

1617年 (万暦45) 南昌の著名な学者静El敬 (注6)が九江府故山白鹿洞督院 (注7)洞主に任ぜられた｡

応星は応昇､徐紹壇､寓時華 他 8)､陳弘緒 (注9)等友と共に節目敬の名を慕い

白鹿洞審院へ講学を受けに行った

1619年 (万暦47)応星は､京師-2度E]の会試に赴くが不合格 (兄応昇も不合格｡友の妾El広.徐紹

煙は合格､進士となる)

1622年 (天啓2) 応星は､京師へ3度目の会試に赴くが不合格 (応昇も不合格)

1624年 (天啓4) <楊漣ら､宵宮貌忠賢を疏劾 (楊漣削籍)>

<張樽 ･張釆ら､常軌に応社 (復社の前身)を開く>

1625年 (天啓5)応星は､京師へ4度目の会読に赴くが不合格 (応昇も不合格)

<親忠賢の東林派弾圧始まる｡楊漣ら､東林六君子被連破殺>

<東林 ･首善はじめ天下の審院を詔穀>

1626年 (天啓6) <高額髄 黄尊素 周順昌 李応昇ら兼林七君子被逮殉杜>

1627年 (天啓7) <天啓帝没｡崇禎帝即位｡親忠賢派への追及始まり､執忠賢自殺>

1628年 (崇禎1) 応星は､京師へ5度目の会試に赴くが不合格 (応昇も不合格)
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宋応星 r野汲]訳注 (i) 加計三千代

<張樽 ･張采ら､燕台十子之盟を唱う (復杜始成)>

1629年 (崇禎2) 次兄宋応鼎死去 (48歳)､父宋国霧死去 (84歳)

1630年 (崇禎3) <張献忠､陳西省で挙兵>

1631年 (崇禎4) 応星は､京師へ6度目の会試に赴くが不合格 (応昇も不合格)｡これ以後､科挙受

験は断念 (注10)

1632年 (崇禎5) 生母裁氏死去 (78歳)

1634年 (崇禎7) 応星は､江西省衰州府分宜県学教諭となる

1636年 (崇禎9) 3月､分宜県令曹国鉄の励ましの下､政論集 r野議｣を出版したO同時に､自選詩

集 r思憐詩j52首を整理発表した｡また､友人の徐紹煙の資金援助の下で r蛮昔韓

正｣ (汰ll)を刊行

1637年 (崇禎10) 4月､再び徐紹煙の資金援助の下で､産業技術審 r天=聞物｣を発表した06月～

7月､r后言十種｣を刊行した (その中の ｢論気第八種｣｢談天第九種｣は現存O

｢談天｣における''今日のE=ま昨ElのE]に非ず''の日日新理論は友の陳弘緒の丑賛を

受けた).また､この頃雑文典 r稚色文jを記した

1638年 (崇禎11) 応星は､福建省汀州府推官となる (̀有賢声､汀人肖像紀之 ')O応昇刊行の r方玉

堂全集Jを手伝い校訂した (r方玉堂全集Jは現存)

1639年 (崇禎12) <このころから全国的な飢催>

1640年 (崇禎13) 汀川府推官の職を辞去し江西省に帰郷oこの年､応昇主筆の r宋氏宗諮jが正式に

出版された (r宋氏宗詔｣は現存)

1643年 (崇禎16) 応星は､南直隷 (現安徽省)宅州知州となる

1644年 (崇禎17､滴'-J暇治1)室川知州を辞め帰郷｡この年､応星は r春秋戎秋解Jを草成して民族の

正轟を訴えた

<3月､李白成軍が北京を占領し､崇禎帝自殺O5月､消軍と呉三桂軍が李白成軍

を破って北京入城｡順治帯､北京で即位>

<南京で明の福王が皇帝に即位 (弘光政権)>

1645年 (南明弘光 1､枯順治2)応昇も広州から官を辞して帰郷した｡弘光朝の馬士英 阪大城は忠

臣を排斥し.宋応星の友で閤臣の妻El広を辞めさせたO応星はこれを恨み r美利

築｣を作成した

1646年 (南明唐王隆武2､晴順治3) 弘光朝が滅びた後､清兵が江西まで南下､兄の応昇服毒殉国

1648年 (南明桂王永暦2､r削頂治5) 播兵が南昌を占領し､妾E]広殉国

1663年 (清康幣2) 友の陳弘緒主崩の r南昌郡乗｣が正式に出版された (この中に応昇任は有るが､

応星伝は無い)

1666年 (清廉醍5) この頃､応星死去 (80才位)O淑子の士窓､士意及び孫等は皆応星の迫訓を守り､
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清に仕えなかった

<参照>播吉星 r宋応星評伝1､両京大学出版社,1990年､p650-p657

岸本美緒 宮嶋博史 ｢世界の歴史12 明清と李朝の時代｣､中央公論社､1998年､p445-p447

後藤基巳 山井湧編訳 r明末清初政治評論集J､平凡社､1971年､年表pl

第 1苧 任

(1)鄭良知は､(生投)1558-1638年 (辛)未核 (号)玉笥 (出身)江西省新建県 (科挙)1612年挙人､1613

年進士 (主な耽務)広東布政イ鮎 1621年福建に在任中､劫忠賢等脱党に逆らい官を辞して帰郷｡1628年､

宋応昇 応星たちは新建の部良知宅を訪ね､部良知の七十大帝を祝った｡

(2)劉同升は､(生没)1587-1645年 (辛)孝則 (.LIJ.身)江西省香水県 (父劉応秋は1583年進士Q京師国子

監祭酒に至るが1598年護告に遭い帰郷､数年後死去｡1628牟礼部尚むを追贈されたD)

(科挙)1621年挙人､1637年第五名進士 (主な職務)翰林院修撰｡劉同升は､緒;元標の弟子であり､束

林党人及び復社成f=3｡(郷元標は願態成､親南星と並び341林党三大領神とされる人物｡1621年吏部左侍

郎に至 り､左都御史に抜擢されるが､軌忠照の忌むところと為 し1622年帰郷したQ)また､黄宗萩の r思

懲緑｣に､｢劉同升､字孝則､江右人Q突未来湖上酒楓､輿沈鑓銅論荊疾｡孝則朗右之,相争錐巳｡余

解之､方散｡｣と記されており､費宗毅とも知人であったことが何われるO

(3)着日広は､(生没)1583-1648年 (辛)屠之 (早)燕及 (出身)江西省新建県 (父は日広が10歳の時に

死去｡)(科挙)1615年挙人､1619年二甲進士 (主な職級)吏部右侍郎01625年､京師順天府会試考試官

を任ぜらj,Lたが､軌忠lRIに甥のことを頗まれると拒絶したため､枠を削られ民とされたDしかし兼禎帝

が即位すると復'白.1630年に南直隷応天府郷試王考官を任ぜられるO(役社の代表的人物で､徐光啓の

r怨政全TIutjの桐名である陳子能の年評削二は､妾日広が駄子瀧の郷試の主考官であった時のことが記述

されている｡)架林党人O1648年には枯兵が南昌を占領 し､妾El広は殉国した｡宋応昇 応星兄弟とは友

であると同時に楯姻関係を通して親戚でもあったOさて､この安EI広について r明史]巻274に記述が

ある｡その前半部分は下記の通りである｡

｢妻日新.字居之､新建人｡ifj-.',席末､拳進士､接庶苦土､進編修｡天啓六年奉使朝鮮､不袖中開一物

往,不収朝鮮一銭輔､朝鮮人篤立懐潔之碑O明年夏､醜忠告裁以日駅東林,削其路｡

栄枯初､超右中允O九年桜宮至更部右侍郎｡坐郡左遷南京大常卿､遂引疾去O十五年起唐草､輩硝

京翰林院｡荘烈稚背青 く日族在誰延､宮詞激切､朕知英人.)軽便容之O

北都孝則ifl､詣大臣諸所立.El駁､呂大器用周錬､雷頼盲､主立端王､而言者帥奉福鞍至江上O於是文

武官並鍛内官宅､韓野周令各署名籍｡E]厨E](艶色迷､詣祭告率先殿而後行｡)明日至率先殿､精勤

臣語侵史可法､E]駿河之､於是軍小成E]篠目駿｡廷推閥臣､以日肪異識不用,用史可法､高弘臥 居

士英｡及再推詞臣,以圭緒.陳子牡､黄道周名上､而首ET巌O乃改日肪砥部尚む兼束閣大学士,輿錦

並命｡鐸来室､可法督師粉州､E]厨輿弘園協心輔政｡而士英挟擁戴功､内結励臣朱圏弼､劉礼帽､也
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之龍､外連諸鎖劉津浦､劉良佐等､謀捜朝椎､深忌日解｡ ･｣

(4)絵絹燈は､(生没)1582頃-1645年 (辛)伯衆 (早)映嶺 (出身)江酉省新建県 (科挙)1615年第四名

挙人 (当郷試において宋応星は第三名挙人)､1619年二甲進士 (主な職務)広西左布政使｡

r天工開物Jの序文に､徐符姪についての記述があり､彼の資金援助の下に宋応星の r天工開物｣や

r画音帰正Jが出版されたことがわかるo

｢吾友徐伯究先生誠意動天､心墨格物.凡古今一言之粛寸長可取必勤勤懇懇而契合罵O咋歳itE昔錨正

宗系先生而授梓0品有後命､複取此巻而縄起璃之O其亦夙緑之所召故｡｣

練絹煙は､r天工開物]出版の1637年当時母の輩で帰郷していた｡この年より広西左布政億 (-1641)と

なり､赴任の時宋応星は送行した｡若い時から採鉱冶金工発の発展の重要性について提唱していたO1645

年酒延に帰順せず､一家全部を船に乗せ長江を西に走った｡しかし洞庭湖で狂風に遭い船は転校､死去O東

林党人Oさて､彼の父徐燕 (1571年進士､主な職務は広西道御史など)について､r明史J巻233<王学曾>

の中に次のような記述があるo

｢王撃曾､字唯吾､南海人.溺暦五年進士｡授軽便知僻､調崇陽｡ 拳骨抗言 く麟生牛腹,次日即

鮎､別祥者巳不祥兵O不祥之物､所司未懲上聞､陛下何自問之oI杜亦左右小人以奇怪悠至心也.今四

方災辛､老稚流柾､噂儲鍍寒之野､陛下不臥 北敵蘇張､士卒困苦､岬吟嵯怨之状､陛下不閉､宗室

壬‡窮､斐娘弛給､愁困沸淡之態､陛下不聞､而硯巳雅之腰間｡彼角左右者､登誠恕於陛下平｡願収避

成命､内臣語渉部妄者､即厳斥之｡)帝ヂl'其要名姑直､降興国判官0時御史察時脚亦以言獲非｡南京

御史王洋臣､給耳坤 王嗣美等交華救両人｡帝怒､奪俸一級o

Ef_1曾累遷南京刑部主串､召残光稚丞｡輿少刑冷茶合疏争三王北封､件旨､皆削姑o複数年､史郎尚

恐察園珍疏詣起用､不納O卒於家o

徐茶､新建人O隆塵五年進士｡由親政知僻入璃御史o描官光線｡

燕京樽､贈曾li_1太僕少卿､茶太常少卿｡｣

(5)季光倍は､(生投)1558-1644年 (辛)伸葬 (ur,身)江西省進賢県 (だが､r安徽通志J巻268(流寓人

物伝)に ｢李光悼伝｣ありO)(科挙)1615年挙人 (主な職務)崇祖年間に工部主節｡復祉成員｡陳弘緒と

も友であった｡(陳弘緒は宋応星-の手紙である ｢復末長庚刺史iu=｣<*長庚は宋応星の字>において､孝

光伸のことを"仲草兄''と記述しているo)

(6)野E]敬は､(生没)1558-1636年 (辛)元直 (号)硝石 (出身)南昌 (科挙)1589年第二名挙人､1592

年進士 (主な職務)20数年IilJ徴州 (安徽省)の紫執JJ岱院で主訴｡子の野性は宋応星 応昇らの友人で､宋

応昇の r方玉堂全炎｣校訂に参与o野性は復杜成員o

(7) 自鹿洞む院は､江西省両虎府産山の五老峰下にある商店の時の学絹で､宋の朱蕪が再興したO始まりは

唐代で､季潮がここに月召尽し白鹿を養いながら､読雀Fに楽しい日々をおくっていたので白魔洞といわれた｡

五代十国の頃､この地に学校が建てられ､これを飯山E]学といった｡宋代には白鹿洞怨院が建てられ､地

方子弟の教育が行なわれたO朱掛 ま知南焼野のとき､白虎洞岱院院長となり､儒教の理想実現のためここ
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で教育に従事したO歴九淵も講粂したことがあるO1617年商昌の節目敬が洞主となると大盛況で､宋応星

たちも講学を受けに行った｡しかし､1622年その日渡洞智院の主洞となった季応昇 (御史)は､1626年熟

思賢に捕らえられ獄死した (東林七君子の獄)｡江西教育学院学刊 r白魔洞昏院考略布刊J(江西教育学院､

1985年 )によると､

｢天啓五年 (公元1625年天下)､瓢忠賢廃鼓天下啓院､首当其衝的是東林､江右､開中､徽州等地的啓

院o此次廃鼓啓院､情況情況情況白鹿洞昏院忽棟 ?未見史料記載｡只是己昇任御史季応昇被害､死干

獄中C｣(p39)

また一方､この李応昇が獄死した東林七君子の獄について.′ト野和子氏は ｢明季党社考一束林党と復社｣

(同朋舎出版､1996年)で次のように記述している｡

｢彼 (恭草案 恭宗故の父)が蘇杭耗造大監の奉賛を利用して執忠賢失脚を画策している,とのデマ

が流れ､これを恐れた熟思賢が李賓に命じて空印の白銃を上させ､これを利用して高額龍､周宗建､経

昌期､李腰昇､周順昌､周起元らをともども逮捕したのであるoいずれもF覗党と対立し､被らが怨み

にしていたrA三林派の人びとであって黄韓素と併せて東林七君子と称せられる｡このうち､馬琴龍が逮

捕寸前に投水自殺したほか､彼らもまた詔獄において､拷問され獄死した｡こうして東林党の指導的

メンバーは､ほとんど逮捕され､あるいは失脚 して､東林党は壊滅的な打撃を受けることになったO周

順昌が逮捕される時､蘇州で起った閲読の変は有名であるが､これらの人びとの逮捕に当っては､そ

れぞれの地方で逮捕に抗議する運動が起っている｡｣(p373-374)

は)-,lA5時輩は､(生没)1590-1639年 (辛)茂先 (出身)江西省南昌府<父はかつての四川馬湖知府> (料

挙)8回郷試を受けたが全て不合格 (主な執務)江西左布政史朱之臣のjrll挙により北京吏郡領邑県令.天

啓時､江西左布政便季長庚の子卒寿潮が為した南昌の文社 く複帝社)に参加したO復村成員｡復社の盟友

方以智の r流席等｣巻6に常時準に贈る蕗がある (方以智は眺弘緒の友でもあったoまた､r天=聞物｣の

内容を叔初に引用したのは､方以智の r物理′ト敢Jだった).溝時華は､1639年12月梯州にて病死 (49歳)｡

費宗萩の r息衝録｣に､｢弥堵牽､字茂先､江右人C南宗伯李小港出諮訪謡肘C管板詔於上､先忠端公之

誌O茂先所擬也O｣と記されている｡

(9)陳弘緒は､(生没)1597-1665年 (辛)士業 (出身)江西省新建県O<父の眺逆手は1582年挙人､1586

年進士｡南兵部尚む｡天啓年間､楊漣が数忠賢二十四大罪の奏劾をして斥i守に遭った時憤って抗疏したが､

納められなかったため官を辞し帰郷 したO崇禎元年に77歳で死去a>(科挙)郷試には合格しなかったD国

子監監生 (主な職務)晋州知州0校社成員｡万巻のat:を蔵する大変な蔵恕家で､兄弟や友人がEl夜その中

で講習したO宋応星や方以智もそれを利用したと思われるD式宗銘とも旧知で､黄宗義の r巴哲鈍Jに ｢陳

弘緒､宇土菜､江右人O在南都､輿余訪求栽む之家D庚子､余過其窮民於舟中､席単宇土業､答言吾非故吾o

若有･断徳､何也o｣と記されているo

qo)従来は､｢5度会試を受けた｣とされていた｡詳しくは ｢進身訪｣訳注時に述べたいO

(li)r鍵書館正｣は現存しないので内容についてわからないが､播舌星氏は r宋応星評伝｣(前掲懲)で､｢こ
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れは文字学 音韻学的な内容を論じた本であったかと思われる｣と述べているO(p145)

2 r野議｣に関する先行研究と私の課題

(先行研究)

r天工開物｣やその著者宋応星を深く理解するため､中国では r野謙Jの研究が進んでいるようで

ある｡例えば､鄭徳本氏は1987年 ｢就 く野講)談宋応星的社会改革思想｣(注1)で､

｢T野講Jは宋応星の重要な政論著作である｡T野誰｣中で宋応星が述べている社会改革思想を

論述することによって､宋応星研究の不足を補うO｣

としており､同様に1987年､愈兆鵬氏も ｢宋応星的社会改良思想一紀念宋応星誕生4百周年一｣

(注2)で､

｢r野識｣と r思憐詩1両告は､明末社会の深刻な危機をさらけ出し､社会改良的思想を述べ

ている｡｣

と記述している｡

また､藤吉星 孫暁娼両氏は､｢宋応星的財富観及其在経済領域中的応用｣(注3)において､｢r野

議Jは宋応星の経済思想を大いに反映している｣と述べているOさらに､清書星氏は r宋応星評伝J

(注4)で､

｢この番は実際上 1つの政論集であり､宋応星が持っている社会､政治と経済の観点を反映し

ている｡｣

と記し､r野談｣は社会 政治 経済の多角度から宋応星の分析が出来るとしているoこのように薄

青星氏の r野議jに関する評価は､諸氏の研究を総括していると思われる.

(私の課題)

r天工開物Jは産業技術告でありながら､その背景には奥深いものが感 じられるOそのため r野

議｣を政論集と言うだけでなく､より広い視野から見た場合何が見えるか､またその中で ｢天工開

物Jの背菜にも通ずるものは何かを意識しながら､r野議Jの訳注をしていきたいと思う｡

第2車 注

(1)r江西社会科学｣､江西社会科学編斡臥 1987年06期､p99-1030

(2)r江西大学学報 (哲学社会科芋版)J､江西大学学報箱桁臥 1987年04糊､p34-400

(3)r文史哲人 山東大学文史哲精解委員会､1990年04期､p30-340

(4) 前掲愁､p252｡

3 訳注 ｢野議序｣

野議序

｢春牌暮英､涼憩鈴山O令長曹先生撃漸酉､負詩轟､為尋松影鹿声､以永今E]､不願他聞来混耳目

也O乃税源数行､而送邸報者至,則見有立談而得美官者､此千秋遇合春草也O取其奏議-再説之,令
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詞立意､亦白系落可人.惜其所聞来車.済地不広､無限針育灸牌､捷溺赦焚､急着揮然未彰､空負

豊明虚心採揮之意､識者有退恨蔦｡

令長噺談間､懸開基識O散韓冷署､炊灯具草､継以詰朝､胡成万言､名之日 (野講).夫朝議己無

欲的之人､而野復右謙､如世道何.雑然､従野而識者無悪､干朝議何傷也O人生胆力顔面､既定洪

鈎｡嘗思欲伏関前､上席巽之藩､而無其胆 .欲参当道､陳変天之説､而血其顔｡則斯議也､亦以灯

宙始之､間巷終之而巳｡

東浜仲基両君子所為 (昌言)､(政論)､亦野諌也,然論説之徐､法脈宛見竃端｡今時事孔棟､豊暇

計文章工拙之候哉､故有議而無文､罪耗者其原之｡時崇禎丙子暮春下弦日､分宜教諭宋応星空干学

者｡｣

(釈)野譲序 (注1) ※ (九括弧内は訳者による説明)

｢春が将に暮れようとしている頃､鈴山 (注2)に遊びに行った｡分宜県の長官 (知県)である曹

先生 (注3)は清酒をひっさけ､作った詩を容れたリュックを背負って松の影や巌 (うぐいすの一

種)の声を捜し求めている｡今日を楽しみ永 く過ごそうとして､曹先生はよけいなものが見えたり

雑音が聞こえて来たりするのを望まなかったOそれなのに､詩を数行審いたところで邸報 (注4)が

届いた｡すぐさま､皇帝に意見を述べて高い官職を得た者 (注5)があるのを見た｡これは千載一遇

の脊事であるoその奏談を手に取って1､2回これを読んでみると､文章も意味もなかなかいいもの

であるOただ惜 しいことに見聞が高尚でなく､広くもなく､ポイントをついていないO皇帝に抜擢

されたにもかかわらず､それに応えることが出来ず､賢人たちは残念に思っている (注6).

(管)知県は,話をしている間に私の見解を開きたいとおっしゃったOそこで､寒々とした学署に

帰って灯を燈して翌朝まで一気に蕃き.でたらめに万言 (多くの言葉)を成して､r野謙Jと名づけ

た｡そもそも朝議ではすでに朴訴な (洗練されていない)人を欲しないが､｢野｣(田舎)ではまた

世道についての ｢談｣があるDだが.その ｢野｣(田舎)からの ｢謙｣もさして悪いものではなく､

朝議を傷つけることはない｡人生は ｢胆力顔面｣であり､それこそが政治を定めるC(私は)かつて

宮殿の前に伏 して摘果の雷を上奏したいと思ったが､その ｢胆力｣がない .また役人を批判して重

夫の説を述べようとしたが､その ｢顔｣がないOすなわち (私の)この ｢講｣は､また田舎の古生

の談論である｡

後漠の伸長続や雀塞両君子の r昌言ト r政論｣(注7)も､また野議であるが､次から次へと伝え

られ読まれている｡それなのに､今は時事が厳 しいので (私には)文章の巧拙を計る暇がない｡だ

から,｢諌｣があって ｢文｣がないのである (意見だけ言って文章が下手である)｡どうかお許し願

いたい0時は崇禎丙子暮れの春下弦の目､分宜県教諭宋応星が学署にて記す｡｣
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第3牽 ･注

(1)清書星氏の r宋応星評伝](前掲沓p251)によると､r野汲Jは r天工開物】刊行前年の1636年 (崇禎

9)3月22日 (西暦1636年5月8日)､末広星が分宜県軟論をしていた時に記述した｡

(*図5参照)

*図5 分宜取囲 (r江西省分宜願志J､成文出版社､接清廉賢22年刊本影印､1989年刊､pl1-12)

(2)鈴山はEL西省分宜県の名勝｡

(3) 懲国秋のことC曹国啓は広西全州の人｡宋応星の友人で､当時末広星が教諭をしていた分宜県の知県

であった｡ (*図6参.q)

r分宜願意j(1671年)の ｢戟官憲 ･文戟｣によると､

｢甘国難.全州人､華人､崇禎五年 (1632)任､以 〔丁〕革ま｡十五年 (1642)復任.(洪名臣､岳州

人､挙人､崇禎十年 (1637)任.以憂去｡)｣(これにより､曹国萩は163211637年の臥 分宜県知県

であったと思われる｡)

また､r分宜願意J(1671年)の ｢畷官悪 名昏｣によると､

｢甘国萩､字介之､全州人､由郷挙干崇禎辛未 (1631)､壬午 (1642)両任｡用意撫字､滑標確度､始

終不漁｡｣とある｡
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*図6 分宜願治願 (r江西省分宜願志｣､成文出版社､雄滴康照22年刊本男子印､1989年刊､p13-14)

(4) ｢邸報｣は､政府発行の詔令､喪章およひ垂大串件が救っている官報である｡懲国秋と宋応星は､この年

の2月に発行された邸報を見ていた｡これには､准安術の武挙陳啓新が正月に皇帝に上奏した ｢論天下三大

病根｣の上流文が減っていたC小野和子氏の r明挙党社考一束林見と複社-∫(前掲nt)によると､その上

疏文で提訣されている ｢天下三大病｣の問題は､次の通りであるO(p468-469)

｢1 科挙によって入朝を採用していることQ科挙によって官併となった人物は文章においてはすく

れているかも知れぬが､彼らにとって ｢孝梯仁衣｣は紙上の空談､己の詔と名誉しか眼中にな

い｡科挙によって､君王に仕え民衆を益する人材を求めようというのは無理であるo｢科目｣を

停止することO

2 進士という資格のみを重んじていること.祖制によれば､官僚の選抜は監生 華人 進士の三

途併用であり､昇進について差別されることはなかった｡しかし今は進士のみが優遇されるた

めに､他の二途の人々は昇進を望めず､その為､拳頁は就任するや､あらん限りの金鉄さで賄

賂をむさぼることになる｡｢孝廉｣による推既を行なうべきことD

3 推官 知県から科道官を選出することO彼らは ｢世務に暗耕し､民情を熟談している｣という

が､そのほかの中智 行人 評串 博士はかりに有能であっても能力を発称する横合がないO加

えて今の推官 知県はやがて科道官になる､ということで畏怖せられて､誰もこれをチェック

しようとはしない｡科道官には他途からも考選すべきこと｡｣
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また､この ｢天下三大病｣の上訴文の内容と陳啓新の動きについては､｢明史j巻258に次のような記

述が見られるo

｢LLr陽武傘陳啓新者,崇禎九年詣開上砂､言O(天下三大病O土子作文､満談孝梯仁汲､及服官､悪行

女干態｡此科El之病也｡園初典史授都御史､買士授布教､秀才授尚初審､凝婚時猶三途並用､今惟一途O

畢貢不得至新宮､一撃進士､横行放誕｡此資格之病也O懲制､給事御史､教官得烏之,其後途棉騒､而

畢人､推官､知願猶輿其列､今惟以進士選o彼受任時､先以給事御史自得､監司郡守承奉不暇､剥下

虐民､慾其所為｡此行取考選之病也｡論伴科El以拙虚文､畢考廉以崇密行､罷行取考選以除横桟之習.

揃災倣EEl膿以蘇民国､串拝大将以節制有司便宜行事O)樺疏脆正院門三日､中宮取以進C帝大宴､立

摺更科気給部中､歴兵科左給す坤 ｡劉宗周､Tgf爾選等先後論之O鉄人瑞光先許其出身嬢役､及絢私刑

LIT3状O帝悉不究o然啓新在串所惟葵､辛味開大計Q御史王架空劾其溺職､帝怒,講究重O以余部御史

李先番講究重罰軽､並奪其職O久之,御史倫之棺劾其請託貴様,遊捕鯨横､始詔行勘D未上而啓新迎

母変､塚田劾其不忠不孝,大姉大詐D送別啓新籍､下撫接迫槻梶罪｡啓新克逃去､不知所之O国労後､

名僧以卒O｣

(5) ′ト野和子氏の r明挙党社考一束林党と校社-1(前掲捗)によると､これには次のような背流があっ

た｡

｢複社は中央 地方の政界にその勢力を没透させていった｡とりわけ科挙を通じて､大玉主の復社メン

ハ-が政界に進出していったことは反対派にとっての大きな脅威であったO崇禎7年の会武が終っ

て､反束林派の蕪契環が帝国観と同様､r国表Jと照合して調査したみたところ､その合格者の多く

が役社出身者であった｡彼らはこの対策に大いに苦慮したらしいO時あたかも李白成らの腿民反乱の

拡大を憂慮する河南巡撫眺必証の上奏があった｡これに乗じて温偲仁は､

中原寅並の多きは､民の俄に従うによる｡民の服に従うに軽々しきは､肌寒の迫るによる｡民の肌

寒に苦しむは､食官汚更の股削による｡(r複社紀略l下､648頁)

と反乱拡大の原因を命官汚更の搾取にもとめ､このような食官汚史の多くは進士出身であって､地方官

の登用は必ずしも科挙による必要はない､優秀な入朝を登用する適を開くためには､官吏登用制度の再

検討が必要であることを主張した｡すなわち､

今の年令は､大半避士に出づ｡姦し進士出身は､但だ三協の文字により取中するなりo房司王試､予

じめ英人の真意を知ること碓わざれば,末だ賢臥 互いに収め､食廉,雑え進むを免れざるなりQ況

や人才の生まるる､はるかに古に加かざれば､賢者少なくして不肖なる者多Lo 則ち当今､牧人の

法､変通の計を思わざるべかちぎるなりO(r在社紀略J下､648頁)

と､八股文というベ-′トーテス トによってのみ人材を登用することの誤りをいい､有能なる人材をlT.i-任

をもって推胎するという保挙制度を導入するとともに､併せて推jn一者に連帯実任をもたせることによっ

て耕態の改善を図ろうとしたのであるQ崇禎帝はこれを批准し､保挙の令が下がったO張IlJiらは直ちに

各府の社長と連絡し､複社人月の推l巧者名節を作成させた｡<科挙ならば3年に一皮だが､保挙ならば
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毎年送り込むことも可能だ｣とさえ豪語して ｢経済博通の士の能く道を興し治を致す者｣｢才力智術､能

く粁党を排斥する者｣らの名簿を作成し､多数の候補を推I汚したO察突環が､保挙名辞と復社の ｢党目｣

を照合してみたところ､｢大半｣が復社の推僻であったO･･温倦仁､韓国観､察突環らは急速この対策

を協議し､保挙の出身者が椎官 ･知県になり､さらには称退官になって､彼らを弾劾することを恐れて､

これを阻止する案を提案しようとするのだが､複社を挑発することになるこのような上葵を行なおうと

いう者はなかなかあらわれないQそこで詔を下して建言を求める､という形で､怒兄が求められたので

あるが､これにのったのが,准安衛の武挙陳啓新であったO背吏の出身であったというo これに

対 して御史の億筋選が陳啓新弾劾に立つが,崇禎帝は､これを認めようとはせず､かえって陳啓新を敢

言を以て更科給ヨ手中に特摺 し､庖珊溝を ｢従重譲処｣の処分に付 したO｣(p467-p470)

なお､吏科給事中は内延に出入りして､皇帝が爽車などの重要な職務を処理するのを手伝う､皇帝お

付の顧問及び諌官であるO

(6)前掲の′ト野和子氏 r明孝允社考一東林党と復社一J(前掲昏)によると､

｢陳啓新は温偲仁らの後程を待て特別に給卒中に抜擢されたものの､六科において同僚から徹底的に

疎外されることになるO(陳)啓新の (旅)垣に入れるや､同官､交もごも之を衆 (いと)い､即い

公会するとともに接談する者如く､科中の公務も亦た絶えて与棚せしめずO(｢復社紀略｣下､656頁)

陳啓新は､おそらく六軒の内部情報を流してもらうことができなかったのであろう､科退官としてま

ともな上奏をすることもなく､役村の人士からは､末代,｢葡相談課｣｢羅檎虎｣と咽られたかの租稀

や羅相と同類だ､として相手にもされなかったO六科の廊坊に､そのようなビラが貼られて公然と攻

撃にさらされたことさえあった｡結局は科退官にふさわしくはないという復召側の弾劾によって､彼

は崇禎帝から降二級の処分を受けることになるo温惚仁らがせっかく送り込んだ眺啓新もこのように

して,科道官を去ることを余儀なくされた｡｣(p4701p471)

(7) 原文の ｢東,賂仰視両君子｣とは後決の伸長枕と雀走のことo伸長続が r昌吾J､在淀が r政論｣を著

述したO

まず､仲良続は､180年-220年,字は公理､山陽高平 (山東省)の人｡一時､官に仕えたが､世俗に

同調するのをいさざよしとせず､辞去 して家に帰り､r昌百｣を著した｡その批判主掛 ま､政治論とと

もに思想史的にも特異な評価を与えられ､とくに倫理説は注目されるO父子の関係を規制する原理とし

て理性的な<耗>を盈んじ､親の意向に逆らっても<幾>に合う言動こそ共の<孝>であると説き,自

立的な人間を提示した｡この r昌宮](もしくは r仲長子昌言j)は､34編10万余字であるが大部分が散

逸している｡現存するのは､r後洪捌 本伝にある<理乱><損益><法誠>各泊と､r文選Jr忠林Jな

どに断片的に減っているものだけである｡その r後.夷TIul 本伝に記磯されている r昌言jのく理乱>

<損益><法誠>の各稲の内答は以下の通りO

<理乱持>

｢･TL#傑之歯天命者､未始有天下之分者也O柾天下之分､故戦争者故超鴛D干斯之時､姓侶仮天成､矯様方
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団､擁甲兵典故角才智､程勇力輿栽競雌雄､不知去就､疑誤天下､輩不可敏也.角知者皆窮､角力者皆負､形

不堪復航､勢不足復校､乃始確首係撃､就我之衝鯉耳｡夫戎骨鳥我之尊長英､或曾輿我鳥等傭兵､或骨臣虜

枚奏､戎曾執囚我臭｡彼之蔚宙､皆旬昏腹組､幸我之不成､而以懲其前志｡拒肯用此烏終死之分部E.及租杜

之時､民心定夫｡普天之下､頼我両得生育､由我而得忘我､安居紫菜､長老子孫､天下皐然､昔好心干我臭｡

蒙傑之心既絶､士民之志巳定､貴有常家､尊在一人｡薗此之時､雄下懸之才居之､猶雄健思同天地､成体鬼

神｡暴風疾延.不足以方其怒｡陽春時雨､不足以晦其滞｡周孔数千､無所後角其聖｡責青首荷､血所複菅井

勇夫｡

彼後嗣之敬主､見天下莫敢輿之違､自記若天地之不可亡也O乃奔其私噂､騎其邪欲､君臣宣淫､上下同窓｡

目橿角簾之取､耳窮鮮衝之声､大別耽於婦人､出則馳於EE]狙｡荒唐庶政､棄亡人物､通渡瀬流､無所底撞｡信

任親愛者､立倭論客説之人也｡粗食隆塁者､壷呈后妃姫妾之家也｡便餓狼守庖厨､飢虎牧牢豚､遂至黙天下之

脂杏､斬生人之骨髄｡怨毒無切､禍乱逆起､中国横様､四兆侵板､土励瓦解､一朝而去｡昔之鳥我I相才L之子

孫者､今匙是我放血之売手也｡至於適性努ま猶不党惜春､董非7JuY発生不仁､沈溺致愚疾邪｡存亡以之迭代､改

乱従此周復､天道常雄之大赦也｡

又政之為埋者､】性一切而巳｡非能掛酌賢lB之分以開盛衰軟也｡日不如古､珊以遠甚､豊不然邪｡漢興以来､

相輿同規網戸斧民､而以財力相君長者､世知赦15｡而柄T潔之士､徒自書於茨妹之閲､無所益的於風俗也｡架

人之室､迎棟数百､市田浦野､奴妹子軍､徒附詣計O船串rlT版､周於四方､麿居税庁､浦於都城O碑銘常貨､

巨室不能容､偶牛羊家､山谷不能受､妖亜莫妾､ll-i乎椅室､伯騒伎柴､列平深蓋O賓客待見而不取去､非騎

交朝苧而不敢進､三牲之肉､臭而不可食､揃醇之酎､敗而不可倣､隣粉別人従井目之所視､ll-怒別人随井心之

所感｡此皆公僕之族柴､君長之好守也｡萄迎智評者別格之751､萄穂綿之者､人不以薦罪鴛｡源饗而概況､伶

排J而凶通兵.求士之舎発禁而居窮苦､棄放逸而赴東緒､夫経ず]為之者邪｡夫乱世長而化世短｡乱世別小人ili

縦,君子国陸｡'iS君子閑妓之時､嗣高夫､蹄厚地､猫恐有塀厭之禍也O逮至柄世､則役人於妨柾過正之検C老

者篭兵､不能及寛駿之俗｡少者方牡､婦復田於衰乱之時｡赴任姦人杷無窮之福利､両者士種不敗之非欝｡萄

目能特色､耳能梓軍､ロ能事諸味､位能舞芦寒温者､筋骨以催潔名辞悪､設智巧以避之罵｡況肯有安而兼之者邪｡

斯下世人主一切懲也｡

昔春秋之時､周氏之乱世也｡連子取組､別又甚兵｡薬政粟井兼之勢､放狼虎之心､屠裂天下､呑食生人,義

虐不巳｡以招楚溌用兵之苦､甚於戟El時也｡溌二百年而i江王弄之乱｡計其残爽滅亡之救､又復倍乎事項臭｡以

及今日,名着8空而不居.百里絶而無民者,不可勝救｡此別又甚於亡新之時也､悲夫｡不及五百年､大雄三起｡

中開之乱､尚不救蔦｡安而禰辞､下而加酷､推此以往,可及於亜美｡嵯平｡不知来世聖人救此之道､耕何用

也.又不知天若窮此之救､欲何至邪.｣

<損益岱>

｢作有利於時､別布便於物者,可真也｡申有乗於救､法有翫於時者､可改也.故行於古有其逆､用於今無

英功者,不可不安｡安而不知前､易而多所敗者､亦不可不孜也｡溌之初輿､分王子弟､委之以士民之命､但

之以生殺之種｡於是資逸自窓､志意無厭､魚肉百姓以盈井欲､報蒸骨血以快其情｡上有塞薮不軌之姦､下有
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暴乱用搬之害｡雑蒋親屈之恩､韮源流形勢便之然也｡降舟削士､稗稚剥奪､卒至於坐食奉禄｡然其汚穣之行､

淫昏之罪､猶尚多罵Q故洩其根本､軽其恩薙､猶尚仮-E]之尊､収士民之用O況専之於園､概之於嗣､笠可

鞭笛叱晦両便唯我所為者乎O時政彫撒､風俗移易､純撲巳去､知窓巳来｡出於碓制之防､放於噂欲之域久夷O

固不可授之以柄､偶之以資者也O是故収其突世之椎､校其縦横之勢､春着早登,否者早去O故下士血塗滞之

士､臨朝無専貿之人｡此髪之巻､可遂行者也O

井田之撃､家人貨殖､餓舎布於州郡､田畝連於方臥 身無半通常倫之命､而碗三辰龍章之服､不薦網戸一

任之長､而有千室名邑之役O発禁過於封君､勢力倖於守令､財賂自督､犯法不坐､刺客死士､烏之投命O至

便弱力少智之子､被穿幡敗､客死不敵､究柾窮困､不敢自理.雄亦由網禁疎開､蓋分田無限便之然也O今欲

張太平之紀綱､立至化之基地､済民財之豊寡､正風俗之蓉倫､非井m賓莫由也｡此奨有所敗而宜復者也O肉

刑之麿､軽重触品､下死別得究紺､下究甜則得鞭苔o死者不可復生､而究者軽傷於人O究苔不足以懲中罪､安

得不至於死故O夫払狗之穣痛､男女之淫奔､酒班之路地､謬誤之障害､皆非伯於死者也｡殺之則甚重､JijE之

則甚軽｡不利中刑以稀其罪､則法令安碍不参差､殺生安待不過謬平｡今患刑軽之不足以懲悪､則偶滅貨以成

罪､託疾病以辞殺O科催無所準､名賃不相腫O恐非帝王之適法､聖人之良制也D或日､過刑悪人､可也､過

刑善人､豊可筏哉oE]､若前政以来､兼官柾害者入着､則有罪不死也O是烏忍於殺人而不忍於刑人也D今令

五刑有品､軽重有数､科候有序､名蜜有正､非殺人迎臥亡も猷之行甚韮者､皆勿殺､嗣周氏之和典､節呂侯之

祥刑O此又宜復之聾者也Q

易日､陽一君二臣､君子之道也.隆二君-臣､小人之道也｡然別寡者鳥人上者也｡衆者鳥人下着也O-伝

之長､オ足以長一伍者也O-甑之君､才足以君一団者也O天下之三､才足以王天下者也｡恩役於智､猶枝之

附幹､此理天下之儒法也O制四以分人､立政以分率､人遠別難描､中絶則稚了｡今遠州之僻､戎相去数百千

里､錐多山陵汚揮､猶有可居人牲穀者環｡笛軒別其境界､便達者不過二百里O明版給以相救臥 審什伍以相

迎持､限夫EEl以断井兼,定五刑以政死亡､益署長以輿政理､急腿桑以里委横､去末作以-本巣､放散挙以移

撃以移il"Jr性､表徳行以励風俗､繋才蛮以欽官宜､師柿悼以習師田､修武器以有為守戦､蔽禁令以防僧差､信

ilF嗣以飴懲物､糾荘厳以杜姦邪､寮苛刻維煩暴｡審此十六者以璃政務､操之有常､課之有限､安寧勿僻堕､有

事不追越､聖人授起､不能易也O

向者天下p-過千筒｡除其老弱､但戸一丁杜､別千7%J人也｡泊漏既多､又班爽戎秋居献地者尚不在驚oT壮

十人中､必有堪角其什伍之長､推什長己上､別百偶人也O又十取之､則佐史之才巳上十預入也O又十取之､則

可健在政型之位者-lLLl5人也Q以筋力用者謂之人､入来丁壮｡以才管用者詔之士､士焚脊老Q充此別以用天下之

人､猶牌有価Q何嫌乎不足也｡放物有不求,未有地物之歳也O士有不用､未有少士之世也｡夫如此而後可用

天性､先人理､輿頓麿､屈断絶､術経過t屈､牧神天人兵｡

或E]､巻為政者､欲除煩去苛､井官省敬､鳥之薦撫為､中之以無事｡何子吉云云也O日､岩見三代不足紫､

聖人未可師也O君子用法制而至於化､′ト人用法制而至於乱.均是一法制也O或以之化､或以之乱､行之不同

也O苛使財狼牧羊豚､盗妬主征税､囲家昏乱､更人放韓O則悪複論損益之問故｡夫人待君子､雛後化理､甑

待蓄郡､乃血憂思｡君子非自腿桑以求衣食者也0第稚非模倣歓以取倭鏡者也｡奉禄誠厚､則剖貿易之罪乃絶
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也O蓄郡誠多､別兵冠水畢之災不足苦也O故由共通而得之､民不以第蓉O由共通而取之､民不以為勢O天災

流行.開倉膜以喪貸､不亦仁平Q衣食有徐､拭磨蒐以散施.不亦発乎O彼君子官位璃士民之長､固宜歪肉累

吊､栄枯四馬｡今反謂滞屋者名高,澄食者璃構､既失天地之性.亦開虚偽之名O便小智居大任.庶紡不成甲､

未必不由比也｡得拘勲)而失才能､非立功之蜜也O以廉傘而以貧去､非士君子之志也Q夫選用必取巻士｡善士

富者少而貧者多､線不足以供盤､安能不少沓私門平.従而雅之､是設横道奔以待天下是君子也.

盗賊凶荒､九州代作､飢催暴至､軍方亮年輩､横税関人､剖奪吏緑､所悼者寡､所収者殺｡甫里懸乏､首尾

不政､絡役姓起､Jrttia桑失業､兆民呼嵯於莫天､貧窮枯死於離塁英O今通肥偽之率､計稼桔之入､令畝収三射､

伽取一斗､未篤甚多､一歳之閲､則有数年之偶｡錐輿非法之役､慾密移之欲､厨愛車之賜､猶兼能整也O不

循古法､規烏担税､及至一方有賓､一面被災､未速三年､校計藤短､坐視職士之読食､立望餓罪之満道｡如

之何馬君行此政也O二十税-､名之El考百｡況三十税-乎O夫滞吏轍以盟軍用､繰於案征諸侯､統以四魂､誕

承其某.遂不改更Q危閲乱家､此之由也｡今田虹常主､民撫儲居､吏食EE喪､班碓未定O可璃法制､聖一定

科､租税十一,更賦如懲o今者土贋民稀,中地未墾｡維然猶溢限以大家､勿令過制D其地有事者,益ET官田､

力堪膿串､乃恕受之O若聴英日取､後必為姦也｡｣

く法談i3>

｢周東邑大典､家事武重而理天下O春秋之時,謂侯明徳者.管-卿璃政｡宏及取囲､亦皆牲也O案兼天下.則

置丞相､而判じ之以御史大夫｡自古希逮干孝成､因而不改.多終其身D融之隆盛､是惟在寓O夫任一人別政事､

任数人則相怖O政年別和語､相惜別遥戻｡和語則太平之所輿也O違戻則荒乱之所起也｡

光武皇帝†監救世之失椎､倉笹臣之窺命､矯柾過直､政不住下､雄iEZ三公､邸蹄王室閣0日此以来､三公之職､

僻貞而巳､然政有不理､猫加芸濃式0両櫛移外戚之家､fl11被近習之望､親其孤類､用其私人､内充京師､外布

列郡oirGL倒賢臥 貿易運勢､疲雅守暁､食鑓牧民､椀種百姓,怒怒凹英､招致乗務､乱離斯廃oyL.1気改作､

陰陽失和､三光脇放､怪異教室､虫摂食稼､水草烏災｡此皆成定之臣所致牲也.反以策貢良三公､童於死免､乃

足鵠叫呼蒼天号蜘兆泣血者也.又中世之選三公也,務於柄懇謹快､循瑞習故者｡是姉女之検押､郷仙之常人耳C

患足以屠斯位邪｡勢既如彼､選又如此O而欲望≡公動立於励家､耕加於生民､不亦速平｡昔文帝之於部通,可

謂至変､而猶展中尾･赤之志O実見任如此､則何患於左右小臣裁｡室如近世･外戚昏1豊､諮託不行,怒気不満､立

能陥入於不測之榊｡悪可待野正者裁｡褒着任之重而TE之軽､今老任之軽而辞之重O昔TA'誼感緯侯之困辱､因

陳大臣廉恥之分､閑引日数之端､自此以来､遂以成俗O相世之主､生而見之､習其所常､曾英之悟O嶋呼可

悲夫､左手碓天下之園､右手 勿u其喉､.･rE).者猶知難之O況明哲君子哉｡光武奪三公之盃,至今而加甚O不仮后

耗以椎､救世而不行｡盤親疎之勢異也O母后之裁,左右之人､有此至親之勢､故其放任潤せ｡常然之敗､地

位而姓之､英之耕壁,亦可痛臭｡未若置丞相日経之.岩黍三公,則宜分任主'1-成｡夫使為政者不'if.輿之婚姻､婚

姻者不皆伐之為政也.如此在位病人､襲用矢野､百姓不安､争訟不良､天地多望､人物多妖､然後可以分此

罪臭｡

或目､政在一人､碓甚丑也.EI､人守雄得､何韮之嫌｡晋者篠丙宰態郡E'#梁罪之徒､善行外戚之椎,莞国家

之柄､及其伏殊､以一言之詔､詰朝而決｡何盃之良平｡今夫国家漏神明於蝶近､輪椎盃於耐糸,井十世而璃
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之者八九驚O不此之罪而彼之疑､何其脆邪O｣

また,櫨定は後灘の人､字は子真で､安平 (河北省探県)出身O生没年については順帝期 (126-144)に

生まれ､韮帝建寧年間 (168-172)に殺したことしかわからない｡桓帝のとき､郎官になり当時の政治を論

じた く政論)を著し､法家思想よりのその主張が評FEJとなるO以後､五原太守､遼東太守などを歴任｡碑文､

銘文､辞など著作は15寿削このぼり､なかでも複数賊の豪族の年中行串記 (四民月令)は有名であるDr政論J

は北宋時にはすでに伏しており､現存しているのは r後'7jALJ本伝や r群番治要Jr通典Jr悲林Jなどに断

片的に救っているものだけであるOこの中で､r後漠缶｣本伝にある内容は以下の通り｡

｢自宛舜之帝､揚武之王､皆頼明哲之催､博物之臣O政孝陶陳訣而唐虞以輿､伊詑作訓而股周用隆｡

及継体之君欲立中興之功者,為嘗不頼賢哲之謀乎o凡天下所不理者､常由人主麻平日久､俗漸倣而不

悟､政没衰而不改､習乱安危､挟不日範o戎荒耽情欲､不仙常機､或耳蔽放論､厭tES忽妃､或猶識岐

路､尖適所従､或見信之佐､括攻守緑､或疎遠之臣､言以燥麿O是以王絹縦弛於上､智士官伊於下O悲

夫｡

自決輿以来.三百五十余巌莫D政令垢翫､上下怠僻､風俗彫倣､人庶巧偽｡百姓浩然､成復思中興

之救兵｡且済時捷世之術､Si･必偲尭路舞､然後乃理裁｡欄干禰綻決壊､枝柱邪傾､l粒形数臥 要措耕

せ干安寧之域而巳｡故聖人執権､週時先制.歩膝之差､各有云設｡不言監人以不能､背急切而某所聞也O

藍孔子封菜公以来速､哀公以臨人､紫公以節砥O非其不同､所魚異勝也｡是以受命之君､毎軌創削,中

興之主､亦匡時夫O音盤庚懲役､週都易民O周租有朋､簡俣正刑O俗人的文牽古､不達椎制､寄伴所

臥 筒忽所見D鳥可輿論閥家之大事故O故言串者､錐合聖徳,輔見埼奪O何者､其頑士t壱相や時椎､安

習所見O不知架成,況可慮始Q苛云率由懲車而巳O其達者戎衿名妬臥 恥策非己､舞姫懇酌､以破英

米､亦不勝衆､迷有税来｡ 雑横契復存､猶牌回漕Q斯nTT生之所以排於緯離､屈子之所以梯其幽憤者也O

夫以文箱之明､flT生之賢､緑7岱之忠､而有此軌o況共除哉Q

韮力度徳､春秋之萩｡今既不能純法八代､故宜蓉以瀬政,則宜重iFi一深gF=以御之､明著法術以槍之O自

非上徳､巌之別型､寛之則乱D何以明井然也C近孝宣皇帝明於君人之道,審於璃救之埋｡故駿刑唆法､

破姦軌之脆､海内減封､天下審如Qj行動祖廟､草紙中宗､井引見効､傑於孝文o元帝即位.多行寛政.

卒以堕打L威椎始雅､逐鵠洪室基禍之主D政道之得失､於斯可鑑｡ilE.孔子作春秋､褒顛極､箆背丈､欺

管仲之功o夫豊不実文武之道戟o試適椎救倣之理也o故聖人能輿世推移､而俗士苦不知禦､以烏結純

之的､可視理乱発之緒､干戚之舞､足以解平城之l凱

夫熊経免停,維延歴之術､非傷薬之理｡呼吸吐納､経度紀之追､非納骨之軒｡蓋為囲之法､有似理

身､平則教範､疾則攻蔦O夫刑罰者,治乱之薬石也｡徳敗者､興平之梁肉也.夫以徳教除残､是以梁

肉理疾也O以刑罰理平､是以雫石供養也｡方今承盲王之倣､値厄避之愈Q自救世以丸 政多恩貸､駁

委其轡､燭飴其街､四牡横葬､皇路験傾O方絡柑軌鞭軌以枚之｡呈暇唱和望消節奏故O昔高祖令筋何

作九孝之律､有爽三族之令O鞍別斬祉噺舌臭首､政調之具五刑｡文帝錐除肉刑､'E3糾者等三百､'a/.'斬
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左敗者笛五百､昔斬右敗者棄市､富右祉者既娯其命､苔捷者在往垂死､雄有理刑之名､其蟹殻也O宙

此之時､民皆思復肉刑O室紫蘭元年乃下詔ET､加苔興亜非無輿､幸而不死､不可鳥民｡乃定律乃減等

軽‡垂､自是之後､苔者得全O以此言之､文帝乃重刑､非軽之也.以版致平､非以寛致平也｡必欲行暮

言､箇大定其本､傭人主師五帝而式三王｡盗亡薬之俗､遵先聖之風､棄萄全之政.蹟稽古之縦､復五

等之蕗､立井田之制､然後選稜契薦佐､伊呂薦輔､奨作而鳳風儀､撃石而百獣舞｡若不妹､別多烏累

而巳｡｣

考察と展望

第 1輩で示したように､宋応星の師友関係については清吉星氏の r宋応星評伝｣等を基盤にして調

べているが､さらに各人の年譜などに当たると新たな繋がりが見えてくるoまた､第3章の ｢野議序｣

で宋応星がしきりに意識している陳啓新の上奏文については､清書星氏が引用 している r明史｣の他

に､小野和子氏の r明挙党社考一束林党と復社-｣での詳細な記述などで､よりその複雑な背崇が把

撞できるようになったO次回以降も､r野議Jと宋応星の著述背景i･探りながら､｢世道講｣｢進身譲｣

｢民財談｣ と r野談Jの訳注を進めていきたいと思うO




